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会会会会        議議議議        録録録録    
会議の名称 市民参加推進会議（第２１回） 

事 務 局 企画財政部企画政策課企画政策係 

開 催 日 時 平成２２年１月２９日(金)午後 6 時 00 分～午後 8 時 05 分 

開 催 場 所 小金井市役所第２庁舎８０１会議室 

出 席 者 委員長  坪郷  實  委員  

 副委員長 浅野 智彦 委員  

 委  員   金子 修二 委員 持永 利之 委員  

森実 邦明 委員 境   智子 委員  

本多 龍雄 委員 上原 秀則 委員  

欠席委員 石黒めぐみ 委員 須内 勝子  委員  

高岡  裕  委員 内藤 治誠 委員  

担当職員 
情報システム課長       伊藤 信之  

事 務 局 

 

長期総合計画等担当部長    伊藤 茂男  

企画政策課長         天野 建司  

企画政策課調整担当課長補佐  高橋 啓之  

企画政策課主査        吉川 まほろ  

傍聴の可否  可    一部不可    不可 

傍 聴 者 数 0 人 

 【会 議 次 第】  

１ 開 会  

 ２ 市民参加条例運用状況等について  

⑴ ２１陳情第５７号市民参加推進会議に関する陳情書について  

⑵ 若者の市民参加について  

⑶ その他  

   ・今後の市民参加推進会議の検討事項  

３ 次回推進会議の開催日について  

【会 議 結 果】 

■開会  

■２１陳情第５７号市民参加推進会議に関する陳情書に

ついて  

・企画政策課長より説明  

■若者の市民参加について  

・浅野委員より事例紹介と資料説明  

・持永委員より藤沢市電子会議室について資料説明  

・金子委員より企業活動の中の若者の参加について例

示と資料説明  

・電子会議室についての先進市の事例と小金井市 IT 計

画について  

 情報システム課長より説明  

 

会議録ページ  
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Ｐ１６  
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【主な意見】  

○京都市の新・京都市基本計画にあたる小金井市の計画があ

れば、この若者の市民参加についても盛り込んでいった方

がよいのではないか。  

 

  ○この地域は大学が多いので、地域社会と行政とか政治など

という課題に取組んでいらっしゃる先生方に働きかけるな

どして、そこが核になって若者が結集していくような事が

出来ないか。積極的に若者に目を向けて働きかけが必要だ

と思う。  

 

○２つの問題が出ている。１つは地域の市民の中の市民参加

という場合でも、特に２・３０代の参加を促すための仕組

みをどのようにすればよいのか、京都市のように仲介役と

して地域の団体がその役を果たすのがよりベストだが、市

には京都市の財団に当たるようなものがないのでたとえば

その仲介役となる可能性が NPO などにあるのではないか。

もう１つは、市役所の内部の職員の中で、若い職員の発想

をもっと生かせるような方法はないのか。基本構想、基本

計画づくりに職員の中での若い層にどのような関わり方が

現状としてあるのかということである。  

 

 ○小金井市の活性化のポイントというのは、若者と広域化と

産官学連携この３つだと思う。  

 

 ○いろいろなプロジェクトができてきて、それも市民参加の

１つの切り口だと思うが、市役所の若手職員の意見を聞

く、いろいろ提案させるというのも非常に大事だと思う。

新しいプロジェクトができたら、幹部候補生教育みたいな

ものだと思うがそこに入れる。入れて運営の企画をやらせ

る。その中で、他の若手を引っ張ってくるとか、若い人の

発想を取り入れていけばよいと思う。  

 

■今回の討議の結果を提言書にまとめる。  

 

■次回の検討事項について  

・若者の市民参加についての議論を継続する。さらに

より具体的な提案ができれば提言に加える。  

 

■次回日程  

 平成２２年５月２１日（金）１８：００～  
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【提 出 資 料】 

１若者の市民参加のあり方：いくつかの事例から 東京学芸大学 浅野智彦  

２藤沢市市民電子会議室の仕組みと役割  

 ・藤沢市市民電子会議室ルールについて  

 ・藤沢市市民電子会議室設置要綱  

 ・藤沢市市民電子会議室運営委員会運営基準  

 ・藤沢市市民電子会議室利用規約  

 ・市民エリア会議室開設運用規約  

 ・ふじでんニュース（藤沢市市民電子会議室ニュースレター）  

３持永委員提出資料「藤沢市の市民参画・協働」より抜粋  

４金子委員提出資料 新聞各紙より記事抜粋  
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第２１回小金井市市民参加推進会議 

 

日  時  平成２２年１月２９日（金）午後６時００分～午後８時０５分 

場  所  小金井市役所第２庁舎 ８０１会議室 

出席委員  ８人 

 委員長   坪 郷   實 委員 

 副委員長  浅 野 智 彦 委員 

委 員   金 子 修 二 委員  持 永 利 之 委員 

      森 実 邦 明 委員  境   智 子 委員 

      本 多 龍 雄 委員  上 原 秀 則 委員 

欠席委員   石 黒 めぐみ 委員  須 内 勝 子 委員 

       高 岡   裕 委員  内 藤 治 誠 委員 

                                           

担当課職員 

 情報システム課長              伊 藤 信 之 

                                           

事務局職員 

 長期総合計画等担当部長           伊 藤 茂 男 

企画政策課長                天 野 建 司 

企画政策課調整担当課長補佐         高 橋 啓 之 

 企画政策課主査               吉 川 まほろ 

                                           

傍 聴 者  ０人 

（午後６時００分開会） 

◎坪郷委員長 それでは時間になりましたので、皆さん、こんばんは。ただいまから第２１回

市民参加推進会議を開催いたします。石黒委員、須内委員、内藤委員と３人の方からは欠席の

連絡が入っておりますので、３人の方がご欠席です。あと、連絡がない方もおられるんですが、

きょうは８人でしょうか、という状況です。それでは、本日の次第に従って、市民参加条例運

用状況等について、議題としたいと思います。 

 市民参加条例運用状況等についてというところで(１)、(２)、(３)と挙がっておりますので、

順番に(１)から始めていきたいと思います。初めに、２１陳情第５７号市民参加推進会議に関

する陳情書についてということで、前回、この件について、そういう陳情書があるということ

についてはお伝えをしたところですが、それについてまず議題としたいと思います。まず、事

務局から説明をお願いしたいと思います。 

◎天野企画政策課長 それでは、ご報告したいと思います。２１陳情第５７号市民参加推進会
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議に関する陳情書について、議会での結論が出ましたのでご報告いたします。 

 陳情の中身は、平成２１年５月２２日及び７月１１日に開催された市民参加条例の一部を改

正する条例についての市民参加推進会議での議事の中での発言に関してでありました。結果に

つきましては、平成２１年１２月１１日開催の総務企画委員会にて起立採決の結果、起立少数

により不採択すべきものと決定し、１２月２５日開催の本会議におきまして最終的に不採択と

なりました。なお、総務企画委員会において委員から次の意見、要望がありましたので、要点

にてご説明いたします。 

 本陳情に対しては、私はいかがなものかという思いを持っている。小金井市は十人十色、意

見がさまざまな方によって構成されており、それはどこの自治体も同じである。そうした中で

多くの市民の意見が集約され、そして議論される場を設け、そして、そこからよりよいものを

導き出そうという形で進められているものに対して、その中のある委員の意見が自分の考えと

そぐわない、あるいは違っているからといって、それを公の場であげつらい、そして、ただし

ていくというのは、私はいかがなものかと考えている。私たち市議会議員は、市民から選挙に

よって負託された人間である。選挙によって選ばれ、市民の皆さんの血税で報酬を得ている人

間と、また、一般公募の中で選ばれている方たちの間では、明らかに重みも違うと考えている。

この陳情書に対しては出されてくる形態についても残念であるし、この陳情書の中身をこの場、

（議会）で発言され、そして部局に対して追及されるというか実態を暴き出そうというか、そ

ういうやり方について、私はいかがなものかということを述べておきたいと思う。 

 以上のような発言の後質疑を終了し、先ほど申し上げましたように１２月１１日の総務企画

委員会では起立採決の結果、起立少数により不採択すべきものと決定いたしました。 

 以上が、前回、議会での結論が出ましたらご報告いたしますとしました陳情書についての結

果でございます。 

 以上で報告を終わります。 

◎坪郷委員長 どうもありがとうございました。事務局の説明が終わりました。昨年の当推進

会議での議事録で意見の発言をとらえた陳情書が議会へ出された、結果は不採択ということに

なったというご報告です。これについて私は、市民参加推進会議というのは市長の附属機関で

すし、我々はその附属機関として、これまで委員が熱心な討論に基づいて進めてきましたし、

今後もそういう委員の意見を踏まえて委員会としてそれぞれの課題について結論を出していく

ということで、これまでも取り組んできましたし、今後もそういう形で取り組んでいくという

ふうに考えておりますので、この件についてはこれ以上、我々にとって議論することはないの

ではないかと思うんですが、いかがでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

◎坪郷委員長 よろしいでしょうか。じゃあ、以上で２１陳情第５７号市民参加推進会議に関

する陳情書についてを終了させていただきます。 

 次は、(２)の若者の市民参加についてということを議題にしたいと思います。それで前回、
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市民参加の前提となる若者の意識についてと題して、浅野委員からお話をいただきました。本

日も前回に引き続き、今回は具体的な事例を取り上げていただいておるようですが、事例を通

じて、前回に引き続き若者の市民参加について取り上げることにしたいと思います。浅野委員

から報告をしていただきますが、あわせまして持永委員からも藤沢市の市民電子会議について

の問題提起がされておりまして、資料は事前にお送りさせていただきました。また、金子委員

からも資料を事前に提出させていただいて資料が配付されておりますので、まず浅野委員にお

話をいただきまして、それに続いて持永委員、金子委員から発言をお願いしまして、さらに市

役所のほうから電子会議室の関連で情報システム課長さんが出席をいただいているということ

ですので、資料がきょう配付されていますか。机の上に配付された追加の資料がそれだと思い

ますので、それについても説明をしていただくことにします。 

 それでは、まずは浅野委員から報告をいただいて進めさせていただきたいと思います。お願

いいたします。 

◎浅野委員 では、前回に引き続きまして私のほうから少し事例の紹介をさせていただこうか

と思います。お手元に２枚つづりの４ページにわたる紙が配られているかと思いますので、そ

れをごらんいただけますでしょうか。 

 前回は意識調査のデータを用いて、それはどちらかというと私の専門に近いところだったん

ですが、今回の地方自治体の行政等に若者が参加する取り組みについてというのは必ずしも私

自身、これまで勉強してきたこととは、ややずれているところもありまして、今回改めて勉強

させていただいたというような次第であります。 

 概略から申し上げますと、まずこういうことを調べる際に、通常は国の機関がこういう取り

組みの事例集をつくっていることが多いんですね。ですが、若者に関して言いますと、若者の

雇用、就職支援でありますとか社会的自立支援に関する取り組みの事例集というのはあるんで

すが、市民参加でありますとか地方自治体、行政への参加の取り組みについての取組集とかデ

ータベースのようなものは残念ながらありませんで、したがいまして全国的な全体的な動向で

ありますとか、それから、地域別に見たときに、あるいは自治体の規模別に見たときにどうい

う特徴を持っているかとか、そういう全体の傾向をつかみ出すことは大変困難であるというの

が現状であります。そこで今回は、各自治体でありますとか自治体と協働関係にあるＮＰＯ、

あるいは各種法人がネット上で公開している資料の中から、とりわけ活発であるとみなし得る

ものを私のほうでピックアップして紹介するという形をとりたいと思います。 

 各地の事例というところからいきたいのですが、挙げ始めると切りがないので、ここでは５

自治体のものを挙げ、その後で後半で京都市の例を少し詳しく取り上げてみたいと思います。 

 まず秋田県の事例なんですが、これは「若者会議！」というテーマで２００９年からでしょ

うか、行っております。事業目的としてそこに書いてあるようなことが掲げられておりまして、

一応読んでみますと「人口減少や高齢化が進む秋田県において、今、将来を担う若者の力が求

められています」。人口減少、高齢化、秋田県は多分ワースト５の中に入っていると思うんで
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すね。そういうこともありまして、秋田県は多分かなり強い危機意識を持っています。秋田県

で有名な統計といいますと、自殺率が非常に高いということ、それから、出生率が非常に低い

ということ。学力では全国で一番という明るいデータなんですけれども、暗いデータが結構あ

りまして、若者の力をここで活用しようという、そういうコンセプトのようであります。「ふ

るさとを暮らしやすく夢や希望を持てる場所とするために、地域の課題解決を目指して若者の

柔軟な発想で考え、話し合い、行動するときがやってきました。ヤングミッション！若者会議

を通して自ら社会参加することで、ふるさとのよさを見つけ県南から秋田を変えていきましょ

う」と。これは県南版なんですが、県を３つの区域に分けて、それぞれにおいてこの「若者会

議！」というものを実施し、そこで若者の声を吸い上げて行政に反映させていこう、そういう

イベントであります。 

 県南につきましては比較的詳しい資料が公開されておりまして、これは県南ＮＰＯセンター

という、ＮＰＯですね、これは主体が。そこが県から多分委託される形でということになると

思うんですが、主催は県で、運営は県南ＮＰＯセンターという形になっています。これが県南

地方の各市町村で会議を実施し、意見を集約するということをやっています。ですから、これ

は県の行政全般に対する意見の吸収、集約という企画であるというふうに理解しておけばいい

のかなと思います。 

 お隣の山形県の事例が２番目であります。これは「住民参加型公園整備事業」というタイト

ルで紹介されているものでありまして、公園をつくる際に、その公園のデザインに関して若者

をデザイン決定の場面に参加させるという、そういう取り組みです。これは２００６年にほぼ

完成しておりますので、大体２００６年までということです。事業内容としては、そこに書か

れているとおりであります。これも確認のために読ませていただきますと、「最上川ふるさと

総合公園は、最上川の景観、蔵王・月山の眺望、さくらんぼ等の果樹園が広がるなど、恵まれ

た環境にあることから、温泉で営む民間事業と連携を図りながら公園整備を進めている。平成

１５年度からは未整備の区域において住民参加による公園整備を実施しており、そこにざっと

書いてあるようなゾーンに区分し、各エリアの分科会毎に公園整備方針等の検討を行っている」。

このゾーンの中でスポーティーゾーンですね、ここに若者を参加させるということです。 

 ２ページの頭に続きが書いてありますが、「その中の『スポーティーゾーン』では、若者を

中心としたワーキンググループが結成され、公園施設としては全国的にも珍しい『スケートパ

ーク』が整備された」。スケートというのはアイススケートではなくて、いわゆるインライン

スケートですね、地面の上でやるものだと思うんですが、そのためのパークが整備された。「若

者達は計画・設計・施工に」、施工にまで参加したみたいなんですが、「施工に参加し、ワー

クショップを重ねるごとにスケートパークへの親しみや愛着を持つようになり、現在はスケー

トボード教室等を行うなど維持管理運営まで積極的に参加している」。この維持・管理・運営

のところについては詳しい資料がなくて、どのような形で参加しているのかよくわからなかっ

たんですが、一応現在も若者がそこにかかわっているということのようです。 
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 スケートをやる人自体が若者ですので、このスケートパークが若者を集めるある種の集客効

果を持っているというふうに、この取り組みについては評価されているようでありました。こ

れは実施主体は県でありまして、県がどこかのＮＰＯに委託したというような説明が特になか

ったので、おそらく県がやったのだろうと思われます。これは先ほどの秋田県の場合とは違い

まして、単独事業ですね。公園整備という単独事業について、その決定過程に若者を参加させ

るという、そういうある種単発的なといいましょうか、そういう取り組みと見ておくのがいい

のかと思います。 

 ３番目の京都市については後で詳しく見ますけれども、これが最も大規模だと私は思うんで

すが、ユースアクションプランを策定する際、市の若者に対する基本的な施策計画も、これを

策定する際に若者をそこに参加させるという、そういう取り組みであります。これは２００１

年、中心的に若者がこれに参加したのは２００１年ということになるんですが、その前後の期

間にさまざまな取り組みがあったようであります。事業内容としましては、「新・京都市基本

計画に基づく若者施策の指針策定に若者自身が参加」と。ですから、話は２段階になっており

まして、まず京都市の基本計画を策定するという段階がありまして、この段階で既に若者の意

見がある程度反映されています。その反映された基本計画の中で、若者施策に関する基本指針

を立てることが明記されているんですね。その計画に基づいて若者施策への基本指針を策定す

る、その際にさらに若者を積極的に参加させていくという、こういう２段構えになっておりま

す。 

 実施主体は、京都市と財団法人京都市ユースサービス協会という団体ですね。これは、ＮＰ

Ｏではなくて財団法人のようであります。このユースサービス協会が２００１年のこの件に限

らず、そのずっと前からさまざまな形で地域と若者を結びつけるような活動を、ずっと行って

きているんですね。これはかなり活発で大きな団体のようでありまして、この団体の実力とい

いますか力量にあずかるところが大きいのかなというふうに思われました。これは、詳しくは

次節で紹介をいたしたいと思います。 

 ４つ目が今話題の松山市なんですが、事業名は「若者が創る『坂の上の雲』のまちづくりモ

デル調査」。もっとも、これはもう少し前の話でありまして、事業は２００３年から２００５

年。実はここでスタートした事業は、一部は現在も継続中だそうです。が、中心的な事業は２

００３年、２００４年、２００５年というふうに行われていたとなっております。 

 事業内容は、これもそこに書いてあるとおりですが、確認のために読みますと「『坂の上の

雲』フィールドミュージアム構想」というのがありまして、これは「『夢や希望を持ち、目標

に向かって進む』」。どの自治体もやはり夢や希望を持っていただきたいと考えているような

んで夢や希望という言葉がすごくよく出てくるんですけれども、そういう「坂の上の雲の精神

を活かし、小説の登場人物にまつわる市内に点在する有形・無形の地域資源」。松山の知り合

いに聞きますと、有形・無形の資源が今非常に効いているそうで、観光客が非常に増えている

そうなんですね、ＮＨＫのテレビドラマ等の効果もありまして。それを「生かし、まち全体を
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屋根のない博物館と捉えたまちづくりである」と。「その推進には市民主体の事業展開で進め

ている」。この市民主体の中でもとりわけ若者の力を重視しようというのが、この企画の肝で

あります。「今回の調査で」、今回の調査というのは、このさまざまな都市再興というか都市

振興策、取り組み調査ということなんですが、この調査で「市民が事業主体とする仕組みづく

りや市民参加の意識啓発の促進を行ったほか、『松山市観て歩いて暮らせるまちづくり交通特

区』として、地域参加型のまちづくり計画に基づく交通規制も実施するなど、各種の取組を進

めている」というふうに評価されております。 

 実施主体は非常に多元的でありまして、市がもちろん関連しているんですが、松山市内にあ

るさまざまな若者のまちおこしグループであるとか、あるいは若者に限らず地元のいわゆるま

ちづくり団体でありますとか、それから、一部、大学ですね。特に愛媛大学教育学部の関与が

ここで特記されておりましたけれども、そういった多元的な主体の協働によって、さまざまな

形で推進された事業であるというふうに評価されております。ですから、これは一言ではなか

なかまとめにくいんですが、いろんなプロジェクトが緩やかな連結の形をとる、広く緩く、浅

く緩く連結した形をとっているものというふうに見ることができるのではないかと思います。 

 最後５番目が鹿児島市の取り組みであります。これは「若者市政塾での市長とふれあいトー

ク」というものでありまして、事業期間といいますか、これはあまり公開された資料では詳細

がよくわからないところもあるんですが、おおむね２００５年から２００６年というふうに評

価されておりまして、事業内容としましては、若者市政塾というところが会員その他一般参加

者を集って市長との間で意見交換を行い、その意見を市のほうに吸収してもらう、こういう企

画であります。特に設定されたトピックは、「交通」、「観光」、「教育」、「雇用」のテー

マでありまして、これについて若者から意見聴取をし、政策に反映するということです。 

 実施主体は市ということになるかと思います。市長との意見交換ということであれば、いろ

んなところで行われています。鹿児島市がここで特筆に値するなと私が考えているのは、それ

がどのように市の政策に反映したのかという、ある種評価書のようなものを策定して、これを

公開しているということなんですね。お配りした資料の中には入っていないんですが、例えば

ここで、たくさんの発言があるので全部は紹介できないんですが、一例を紹介すると、参加者、

専門学校生の方が「鹿児島市は一極集中の交通体系だが、そのために交通渋滞が起こりやすい、

どうか」というような意見を出していて、これに対して市長が回答を与えています。長いので

全部は読みませんが、最初の部分だけ読むと、「交通体系を根本から見直していかなければな

らない時期にきている」云々というふうに回答していて、この回答に対応する関係部局が明示

されており、その関係部局から、今後の方針等が提起されています。企画部というところと建

設局から、それぞれ回答が与えられています。それに対して現在までにどのような処理状況が

なされているのかという、翌年の段階での評価が明示されているんですね。ここまできっちり

やっているところはほかにはないと思いますので、市長との懇談会といっても、ここまで政策

に反映させる意向を明確に貫徹しているところは珍しいかなと思って、ご紹介した次第であり
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ます。 

 ほかにもいろいろあるんですが、全般的に市政全体に対する意見を聞くというタイプと単発

的事業に対して若者を参加させていくという、そういうタイプの事業があるということ。それ

から、京都市のように特に市を盛んにしようというんでしょうか、まちおこしというようなも

のではなくて、もう少し通常運営の中に若者を取り込んでいくというタイプの事業と、まちお

こしですね。松山の場合であるとか秋田県の場合のように、いわばほうっておくと停滞しがち

なところを若者の力を入れることによって活発にしていこうというまちおこし、地域づくりと

いう、そういうような観点から若者の力を使おうという、そういう流れと分けることができる

のかなというふうに思ったりもいたします。 

 次に、京都市の場合をもう少し詳しく見ていきたいと思います。小金井市のことについて考

える際には、例えば秋田や松山の場合よりも、この京都市の場合のほうが、置かれた状況とし

ては近いところがあるのかなというふうにも思います。まず概略ですが、京都市の場合は、な

ぜ京都市はこれほど熱心にやっているのか、背景事情がよくわからないところもあるんですが、

ただやはり結論から言うと極めて包括的であり、かつ継続的な若者の市政への参加促進を目指

しているというふうに評価できると思います。これは京都市と先ほど申し上げました財団法人

京都市ユースサービス協会との協働が原動力になっており、ユースサービス協会の力なくして、

おそらくこれは実現されなかっただろうなというふうに思います。 

 このユースサービス協会というものがどういうものなのかというのを一言で説明するのはな

かなか難しいんですが、協会の公式サイトにおける建設趣旨というか創立趣旨のようなものを

ここに紹介してみたいと思うんですけれども、ちょっとごらんいただきたいんですが。「１９

８８年３月に、青少年の自主的な活動の振興を図ることにより、京都市の青少年の健全な育成

に寄与することを目的に設立されました。青少年の社会参加の機会を広げるために、自主的な

活動を支援していこう！という『ユースサービス』の考え方で、京都市など関係行政機関や青

少年団体、青少年やその指導者と協調しながら、活動を展開しています。また、このユースサ

ービスの考え方で、京都市内７つの青少年活動センターを京都市より委託を受けて運営してい

ます」ということで、京都市内に７つ、青少年活動センターがあり、そこを運営している団体

であるということです。ここに２００７年の事業例を挙げてあるんですが、これはほんとうに

概略でありまして、実際の運用実績といいますか、公開されているもので一番新しいものは２

００７年度の事業報告で、２００８年度がまだ公開されていないんですが、２００７年度の事

業報告。これもコピーしてお渡しすればよかったんですが、相当多岐にわたる事業をやってお

りまして、雇用を中心とした社会的自立支援から問題を持った若者たち、例えばひきこもりで

あるとか非行みたいな、そういう問題を抱えた若者たちに対する援助であるとか、あるいは若

者の中でも特にいろんな組織でリーダーの立場に立っている、例えばボランティアグループで

リーダーになっている子たちを集めてリーダー育成支援方法を推進するとか、さまざまな事業

をやっています。２００７年度の事業例として、ここに４つに分けて書いてあります。 
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 自主事業というのは、この財団が独自にやっている事業であります。多様な事業をやってい

るんですが。２番目の京都市受託事業というのが、京都市から委託を受けて推進している事業

です。その他の団体から委託された事業が、３のその他受託事業ということになります。４も、

これはある意味では京都市からの委託の中に含まれるわけなんですが、その中でも特に一まと

めにしてしまったほうがいいので４番に一まとめにされているんだろうと思いますが、京都市

内にある７つの青少年活動センターですね、これを運営する事業というのが挙げられておりま

す。 

 今回紹介したいのは、ユースアクションプラン策定の経緯であります。これについては、ユ

ースサービス協会の水野篤夫さんという方が論文にまとめておられます。今回は、それに主と

しては基づいて、経緯をここでご説明したいと思います。まず、もともと１９８８年に創立さ

れて以来、京都市の地域と若者の関係について、この財団はさまざまな活動を行ってきたんで

すけれども、２０００年にちょっとしたきっかけがありまして、京都市の政策決定の中枢部に

若者が入っていくことになるんですね。と申しますのは、２０００年に京都市が新・京都市基

本計画なるものを策定するに当たって、若い世代にパブリックコメントを求めたわけです。で

すが、求めてもほうっておくと大体若者はこういうものには応じてきませんので、京都市ユー

スサービス協会に「何か意見はありませんか」というようなことがいったんだろうと思うんで

すね。そこでユースサービス協会としては「これはいいチャンスである」と考え、この意見提

起、パブリックコメントを提起するためのプロジェクトを立ち上げました。関連する、そこに

かかわりのある若者に声をかけて、高校生３人、大学生７人、それから、社会人の２０代５人

が集まり、意見、提案を出すことになりました。まず、市の基本計画を協議する審議会を傍聴

させてもらうというところから始まったわけですね。この傍聴した上で、何回か話し合いの機

会を持ちます。討論会をするんですが、そこで討論をしながら自分たちにとっての京都市とい

うことを考えたときに、どんなキーワードがあり得るかということでキーワードを書き出して

もらう。これはちょうど昨年の夏というか、ここしばらくずっとやっているかと思うんですが、

小金井市民討論会でしたか、あそこでやられている、いわゆるワークショップ形式に似たもの

ですね。いわゆるＫＪ法のようなものを使ってキーワードを出していって、似たキーワードを

集めていってグループを形成していくというようなプロセスを踏んだんだろうと思うんですが、

そういう形でテーマごとにグループをつくっていって、そのグループに分かれて、グループ内

でさまざまなディスカッションを何度か繰り返していくということをやります。それでグルー

プごとに提案を作成してもらって、これを一まとめにして市のほうにパブリックコメントとし

て出すというようなことをやりました。 

 基本計画のほうにはこれを反映する部分がありまして、基本計画の中に「青少年が参加する

ための何か施策を打たなければいけない」という趣旨の文言が明記されることになりました。 

 ２００１年にこの文言に基づいて青少年育成計画、いわゆるユースアクションプランという

ものなんですが、これを策定することになりました。この策定に当たって再び青少年を参加さ
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せるべきではないかということになり、ユースサービス協会が再びここでユースアクションプ

ランに対して若者の声を反映させていくためのプロジェクト、意見を取りまとめるプロジェク

トを立ち上げたわけであります。このプロジェクトに関しましては、今度は京都市がもう少し

積極的にかかわっていくことになりまして、京都市とユースサービス協会の協同運営の形で推

進されたとなっております。 

 メンバーは公募によって集められて、１２人の若者が参加しました。このプロジェクトの会

合には市の関係者も参加していたようで、計画の素案について市の担当者が訪れて、どういう

経緯でこのような素案になっているのかといったことから、その素案が意味するところなどを

説明する機会が設けられています。その説明を一通り受けた後で若者たちは各自自分の関心の

あるテーマを表明し、再度グループ分けし、幾つかのテーマごとのグループをつくった後で、

そのグループ内部でディスカッションが行われるというプロセスをたどっております。グルー

プ内での討論を集約しまして、提案書が策定されます。提案書は、市の青少年問題協議会の中

にある専門委員会に提出され、若者自身もその専門委員会に出席して提案の趣旨説明を行うと

いうようなことをしております。 

 これのうち、その提案の原案は公開されていませんので、何がどのぐらい反映されたのかと

いうことはちょっと評価しづらいんですけれども、かなりの部分がユースアクションプランに

反映されたというふうに、当事者のほうでは評価しているようであります。そのユースアクシ

ョンプランなんですが、それをお見せするべきなんですが、それが極めて分厚いものでありま

して、全体で７０ページぐらいのものなんですね。かなりしっかりとしたものでありまして、

回しますので、パラパラっとごらんいただければと思います。 

 この団体は、ユースアクションプラン策定後も京都市との間で緩やかな連携関係を持ちなが

ら、さまざまなプロジェクトを同時多発的に遂行中でありまして、特に若者から行政への提言

ということでいうと、「ＷＡＣＣＯＲＤ」という。日本語の若人と、いわゆる京都議定書のア

コード、あれをかけているんですけれども、若者のプロジェクトチームの中で京都市は若者に

対してどういう施策を打つべきか、打ってくれるとありがたいかというような提言をまとめて、

公表しています。これもちょっと回しますので回覧していただければと思います。 

 というわけでありまして、とりあえず事例紹介はこういう形です。私がこういうことを申し

上げる資格があるのかどうかややわからないところもあるんですが、若者を市政にもし積極的

に参加させるための定常的なというんでしょうか、恒常的な仕組みをもしつくるんだとすると、

おそらくここで京都市がやったように、市の基本計画のようなものを策定するときに若者施策

に関する一定の指針を示すということが前提になるのかなというふうに思います。そこである

程度の方針を示した上で、そこから若者参加の場所づくりであるとか仕組みづくりであるとか

を考えるといいのではないかということが１点。 

 もう１点は、それを実施するためには、いわゆる現実のものにするためには、おそらく市だ

けでは難しいだろうと思うんですね。このユースサービス協会なくしては、おそらくここまで
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はいかなかったと思いますので、小金井市の場合も市とそれから何らかの市以外の団体、ＮＰ

Ｏ団体でもいいですし、ここでは財団法人ということになっているんですが、市以外の集団と

の協働は不可欠だろうと思います。 

 小金井市の特性を考えたときに大学がたくさんあるということがありまして、大学との協働

関係も、市以外の団体との協働関係ということを考える上で大学というものも資源の一つとし

て位置づけられるのかなというふうに思いました。以上２点、個人的な感想ですが、そういう

ことを考えた次第であります。 

 以上です。 

◎坪郷委員長 どうもありがとうございました。若者の市民参加のあり方ということで、具体

的な事例を通じて、さらに小金井市で適用すると、それがどういう論点整理が必要なのかとい

う、２点、最後にまとめていただきました。後で事例について、さらに浅野委員の具体的な２

点の提案について、議論をしたいと思いますが、続きまして持永委員、金子委員、情報システ

ムの課長さん、３人の方の説明を聞きまして、それで全体として議論をしたいと思いますので、

次に、それでは持永委員からお願いできますでしょうか。 

◎持永委員 この委員会で若者の社会参加というテーマにつきまして、小金井市の場合はパブ

リックコメントにしても各種委員の公募にしても、いわゆる一般市民、市民の反応も、いま一

つだ。中でも青年の意見を吸収する、参加させるというのは、これは至難のわざなんですかね、

どうなのかなというのが最初、発想だったんです。先進的な市民参加を実施している自治体に、

いろいろ伺ってみるんですが、なかなかいい案がない。今、浅野委員からこういう資料を提供

されると、ああ、ここにたどり着けばよかったなという気が、今しているわけですね。この議

題も、市長のほうに提言する、まとめてそれを諮問化して提出するという場合にどういう形に

なるかなと思ったんですが、電子会議を研究していたんですけれども、浅野先生のおっしゃる、

この辺の落ち着き方が一番いいんじゃないかなというのを、聞いていて思いました。そうしま

すと電子会議のほうが飛んでしまうんですけれども。各自治体が非常にてこずっている中で『藤

沢市の市民参画・協働』というこの本にぶつかって、さらに藤沢市の推進会議の市の市民自治

推進課ですか、というのにいろいろアタックして聞いてみたんです。そこで資料を事前にお配

りしてあるんですけれども、それを読んでみますと「運営委員の構成になぜ若い人がいないの

か」という、この中にあるんですね。それをピックアップしてみますと、「運営委員会及び地

区全体集会などに参加する市民は、４０代以上の人が多い。特に、運営委員の構成は５０代、

６０代が中心となっている。若い人の参加を誰もが願っているが、ほとんどいない。そのため、

若者が興味を持てる活動の展開、あるいは若者が参画しやすいような役割の明確化などが議論

されるが、妙案はない。若者の立場からすれば、自分の親と同じ年代の人たちの中に入ってい

く気にはならないのであろう」。この理由は、それだけじゃない、もっと大きな理由があるん

だと思いますが。「現在のくらし・まちづくりの会議に若い人を参加させようとすることに無

理があると考えたほうがよい」。今度は市民電子会議室を設けましたところが、「市民電子会
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議室の参加者は、２０代と３０代が全体の６割を占めている。こうしたしくみをくらし・まち

づくり会議の中に持ち込めば若者参加の可能性はある。地域に根をおろし、そのうえでより広

範な人々と意見交換し、情報発信する新たな方法が求められている」。こういうふうに書かれ

ています。その次のページなんですが、今度は電子会議の分析なんですけれども、(３)ですね、

「若く新しい層が参加」。この「発言登録者は電子会議室に積極的に参加しようとしている人

と言える。では、そうした人たちはどんな層なのだろうか。登録内容から推測してみると、こ

れまでは市政へのかかわりが少なかったフレッシュな顔ぶれが多いようである。その様子につ

いて図表４－６、図表４－７の計５つの円グラフを参照しながら見てみたい。性別では、女性

の進出が著しい」。その「発言登録者は、２０００年７月に全体の４分の１にとどまっていた

が、その後４年間に着実に増えて３分の１を超えるまでになってきた。次に目立つのは市外居

住者の参加である。発言登録者を居住地域別に見ると、市内在住者は６８％にとどまり、残り

の３２％は市外在住者が占めている。こうした市外からの参加があることについて会議室の運

営に当たってきた関係者は高く評価する。『外からの視点が取り入れられ、結果として、より

多様な実りの多い議論ができることになっている』」。デモクラシーのこちらのほうに、岩波

のものですけれども、載っている。 

 「年代別では、若い成人層の参加が目立つ。登録者が多い年代順に並べると、３０代、２０

代、４０代、５０代、６０代、１０代、７０代以上となる。新しい情報技術を活用した試みで

あることを反映して３０代と２０代で全体の６割近くを占めるが、５０代、６０代もそれなり

に参加しているのが当会議室の特色でもある。職業別には、『その他』を除くと、会社員、学

生、公務員、自営業、団体職員の順。上位３者で５割を超える」。 

 今度は時間帯なんですけれども、どういう時間帯に会議に参加しているかというと、これは

読めばわかるんですけれども、四六時中、２４時間意見が入ってくる。最後ですが、その次の

８６ページの最後のほうの、グラフのちょっと上のほうなんですが。「こうしたことから電子

会議室は『時間や場所の制約なしに参加できるため、これまで市政に参加する機会が少なかっ

た人たちにも活用されている』と言えそうである」。これを見つけまして、こういうのがあっ

たんだということで、この会議にこういうのがあるという紹介をしたわけです。 

 それでは、その市民電子会議を小金井市に持ち込むか持ち込まないか、これはまた別問題で、

これをやって若者の意見が吸収される、それは大成功なんですが、効率的にどうなんだろうか。

おそらく電子会議を立ち上げるためには、かなりの予算と人的資源、それから、綿密な計画と

規約ですね。そういうことをこつこつと重ねていかなきゃならないのは、この推進会議ではち

ょっと手に余るなと、重いテーマだなと。これは別個でそういうことをやろうと、市長も行政

も、それから、議員の方々も、皆さんがこれを小金井市でやってみようじゃないかというふう

にならないと、具体的に突っ込んでいっても、今ここでやっても時間の無駄と言ったらいけな

いんですけれども、先月から今月にかけていろいろ考えたんですけれども、これは大きなテー

マ過ぎると。こういう例は事例として、我々が承知していればいいじゃないかなという、私は
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気持ち的にはそう結論づけてしまっています。 

 この藤沢市が先鞭をつけたわけですけれども、１９９７年ですか。２００１年から立ち上げ

たわけです。２００１年、２００２年と。２００２年になりますと、藤沢市の第１号が非常に

全国的に話題になるんですね。それで、うちの市でもやってみようということで、この資料に

よりますとＮＴＴや慶應義塾大学の藤沢キャンパス等の調査によると、全国７３３自治体がこ

れを始めたというんですね、電子会議室を。結論からいくと、今、どのぐらいの自治体が電子

会議室をやっているかというと、きょうのインターネットでは３３９。ですから、かなりのト

ーンダウンというんですか、やらなくなった自治体が増えたということなんですね。いわゆる

低下傾向にある。その原因は何だというとやっぱり、一番の原因は、効果がなかったというの

があるんですね。思うように若者の参加がなかった、一般市民の参加がなかったというのが第

１位。それから、２番目が、予算が続かないというのがあるんです。一番の効果というのは、

投資した金額が見合わないと感じているでしょうね、効果がない。それから、３番目が、行政

からの情報がだんだん減ってきたとあるんですね。だから、話題不足になってきた。４番目が、

苦情とかそういうたまり場になって、これを扱っている職員が手を焼いたんですね。続けられ

ないということで、だんだん行政として、自治体として消極的になってしまったのではないか。

きょうはたくさんの資料をちょうだいして、市の事務局の方に用意していただいたんですが、

それでもやるとなると、どうなんでしょう。ふだん、市民参加をしてない人たちの意見を行政

としてほしいことは確かなんですが、この電子会議までつくって果たしてどうなんだろうかと

いうことは今思っているわけで、１カ月の間に随分考え方が変わったんですけれども、今は、

多少の効果はあるかもしれないけれども、予算とか人的な投資に見合うものかなという、そう

いう疑問が今、生じているところです。以上であります。 

◎坪郷委員長 どうもありがとうございました。藤沢市は、ずっと継続しているわけですね。 

◎持永委員 ええ、藤沢市は。 

◎坪郷委員長 これは１つのモデルとして。 

◎持永委員 藤沢市だけではなくて、大和市、鎌倉市、三重県、札幌市、数え上げれば結構あ

るんです。さっき言った３３０幾つありますから。参加者が多くなっている自治体もないわけ

ではないです。しかし生半可な気持ちで、じゃあ、やってみようかという感じじゃ続かないん

じゃないかなというような感想です。小金井市の行政が、まず行政の職員の方がこういうこと

をやろうという決意がかたくなければ、ちょっと疑問があるところです。 

 おそらく行政の方も、こういうのが藤沢市から始まって自治体で検討しているし、実施して

いるところもあるなということを、おそらくご存じじゃないかと思うんですね。聞いていませ

んけれども。ですから、その方たちの意見を聞いて、判断していきたいなと思います。 

◎坪郷委員長 それでは藤沢市の市民電子会議をご紹介いただいて、現状ないしは問題点、ど

のようにこれを考えていくかについては問題提起をしていただきましたので、それもあわせて

後で議論したいと思います。 
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◎持永委員 ですから、藤沢市の市民電子会議の資料を出してもらってお配りしたんですけれ

ども、その解説をする前にやっぱりやることがあるなということでやめたんです。 

◎坪郷委員長 むしろ問題点の整理をしていただいたんで、よかったんじゃないかと思います。 

 それでは続きまして金子委員からも資料が配付されていますので、発言いただきたいと思い

ます。よろしくお願いします。 

◎金子委員 私のほうの意見というのか申し上げたいと思っていることは極めて、一生を民間

企業で費やした立場から、今、お二人の方がお話しされたような高尚な話はできないので、民

間企業の中で若者をどう、喜んで行事というか、企業で行われる行事に参加させるかという、

自分が実体験で経験したことを泥臭くお話し申し上げたら何か参考になるのかなと思っており

ますので、もういいよと言ったら、教えてください。そこでやめますから。 

 その前に、今年の成人式。報道によりますと、６割の自治体が企画段階で若者が参加してい

るという報道がありました。小金井市の場合はどうなんでしょう。 

◎伊藤情報システム課長 私、現在、情報システム課のほうにおりますけれども、その前は成

人式を所管しております生涯学習課のほうにおりました。毎年、実行委員ということで募って

おります。大体４人から６人、最低でも４人、通常６、７人、６人から８人ぐらいの方に参加

をしていただいております。ただ、一回募集をしただけですぐに来るという状態ではございま

せん。前年の委員の方、既に実行委員になった方に声をかけていただいて、あるいは知人の方

に声をかけていただいたり、あるいは市のさまざまな委員をやっていらっしゃる方でお知り合

いはいないかと、そういうことでようやっと来ていただいているというのが実態です。 

◎金子委員 これはもしお答えがなかったらなかったで結構ですけれども、２年ほど前に協働

という観点から、私なりに体育館ですか、２カ所の体育館が民間に業務委託されるというお話

を聞いて、市民へのサービスという観点から、ＮＰＯなり若者を中心にした活動体が参加でき

るような場をつくったらどうかというご提案を申し上げたんですけれども、歯牙にもかけられ

ずそのまま葬り去られたんですけれども、今現在、中野にある民間のスポーツセンターか何か

やっているところがその運営をやっていると思うんですけれど、簡単で結構ですから、１年経

過しようとしている今、その業務委託というのは成功と考えられますか。成功していると、今

現在。 

◎天野企画政策課長 担当ではないのでなかなか難しい部分があるんですが、指定管理者制度

というのを小金井市で導入して、一定、それは行革の一環として進めたことなので、指定管理

者制度のいいところというのはやはり、民間業者が行うということで市民サービスの向上とい

うのが一般的に言われているところでございます。したがいまして、そういった部分ではある

程度成功というふうに判断するところでございます。 

 また、アンケート等もとっていて、そこそこサービスがよくなったというふうなお話は聞い

ています。 

◎伊藤情報システム課長 先ほど言いましたように生涯学習課におりましたので、スポーツ振
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興課というのは兄弟のような、社会教育部門の一翼を担う課でしたので、その後ちょっと、私

も体育館のほうに行ってみました。やはり市が運営していたときとは違って、運営者みずから

が多くの講座を開いて市民を募集しているといったようなことが見受けられました。また、パ

ンフレット等も、行政がやるよりもパンフレットも、それから、ホームページもつくっていた

だいておりますけれども、はっきり言って申しわけないんですけれども、あか抜けているとい

うか、明るい感じのパンフレットをつくられているということで、こういったことも指定管理

者として成功している部分かなというふうに考えております。 

◎金子委員 それじゃあ、私の発言はほんとうに泥臭い発言になるんですけれども、若い方に

参加を仰ぐ、私なりの経験では、ポイントというのは１つしかないんじゃないかなと思ってい

ます。先ほど先生もちょっと触れられたような気がしますけれども、それは、若い人から見て

可能性が感じられるかどうかということだと思います。可能性の裏表で、行政側にはリスクが

伴うということです。その辺の覚悟ができているかどうかということで若い方の参加の度合い

というのは大きく違ってくるんじゃないかなというふうに、実感で感じています。 

 くだらない話になりますけれども、私が二十何年か前、１９８０年代ですから高度成長の真

っ盛りという、経済環境は大変よかったころの話なんで、今のような縮こまり列島と言われる

ようなときには、あるいは話として合わないのかもしれないんですけれども、私は若者の心理

というか、こういう行政の行事だとか民間企業なら企業での行事に参加するという気持ちとい

うのはあまり変わってないだろうなと思っているんです。 

 私の実体験なんですけれども、二十何年か前ですね、私どもの会社から子会社というか系列

の会社へ出向して経営を預かるという場面がありました。５００人ほどの規模で大して大きな

企業じゃないんですけれども、そこへ本社というか私どもの会社の方から派遣されて行ったわ

けです、出向という形でですね。そのときに若者の気持ちをつかむという意味で私がやったこ

とが、３つあるんです。１つは、可能性ということから言うと、若者というのは今現在できな

いようなことでも、こんなことができたらなという気持ちが非常に強いんですね。それにこた

えてあげられるような、そういう気持ちを邪魔しないような経営サイドの提案ができれば、若

者は喜んで参加してくるということです。 

 ３つやったんですけれども、これは自慢話に聞こえるとまずいんですけれども、第１番目は

１トン以上ある商品を、そのころ初めて、その県内一の大きな駅に駅ビルができました、その

駅ビルの３階か４階の高さ、全体じゃなくて、の高さのところへ、そして改札口の一番人が通

るところへ、夜中というか未明に１トン以上ある私どもの商品をつり上げまして運び込んで、

何カ月間か長期にわたって、その駅ビルに展示させてもらったわけですね。そういうことを若

い方を中心にやらせました。そしたら見事に、当時ですから３０年近く前ですから、なかなか

それだけの、１トン以上をある商品をつり上げて、人通りの一番目につくところへ置いたとい

うことは、当時としては初めての経験だったようなんです。だけど、それに若者というのは本

当に一生懸命になって飛びついて、その事業、あるいはその後のお客さんに対する展示ですね、
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その際の説明だとか、そういうものを一手に引き受けてくれました。 

 それから、２番目にやったことは、私どものそのとき私が派遣された会社というのは５００

名程度ですけれども、拠点は２０カ所以上あったんですね。そうすると、その１つの県の中で

あっても、なかなか全員が集まるという機会はない。そこで、組合を中心に、やってみろ、で

きると思うならやってみろということで、その県内を一番端から端まで４つ、５つの駅を停車

しながら、列車を全部借り切りまして、東京都内を縦断して、ノンストップで縦断して、そし

て温泉地までつないだ。これ、社員のほとんどの、留守番部隊を除いてはほとんど参加されま

したんで、いや応なく全社員が１つの列車の中で、ほかのまじり気のない状況で往復旅行がで

きたわけですね。 

 これは余計な話なんですけど、私もそのときはそこまでは想像しなかったんですけれども、

列車の一番後ろに座席をとって、一番前までいって飲まされたりしましてね。一番前まで行っ

て、戻ってくるころには目的地に着かんとするころだったです。本人はほんとうに、私自身が

もたない、体がもたないぐらい、いろいろ話を聞かされたり、飲まされたりしたわけですね。

それは私だけではなくて、参加した５００人近いメンバーが、全員がそういう場をつくってく

れました。 

 それから、３番目に考えたのは、まず商品について誇りを持ってもらいたい。そして、全社

員ができるだけ心を分かち合った上で企業活動に参加してもらいたい。３番目に考えたのが、

やはり家族があるだろうということで、家族を入れての運動会というのは初めてだったという

ことを、後で聞いて初めてだったということがわかったんですけれども、これも若いメンバー

と組合あたりが主になって、全部任せてやりました。大変、県内隅々から集まりますので、そ

ういう機会というのはめったにないんですけれども、家族まではどうかなと思ったんですが、

予想以上にたくさんの家族の方が参加していただけました。 

 いずれも３つの計画とも若い者を中心にして、私ども経営陣は後ろに下がって、それを黙っ

て見た。時代がよかったと言えばよかった時代だったろうと思いますけれども、やっぱりそう

いう、できるかなと思うようなことをやらせて、それができて、みんなに喜ばれたという実感

を味わえれば、その次以降も、若い方、あるいは組合の連中を中心にいろんな行事がスムーズ

に展開されたということで、私はやっぱり可能性ということがキーワードであり、私は若者に

対して参加を仰ぐならば唯一の言葉じゃないかなと思っております。そんなことです。つまら

ない話で申しわけございません。 

◎坪郷委員長 はい、ありがとうございました。企業の活動の中で若者がどうやって動くかと

いうことを例示をしていただいたと思うんですけれども。基本的には市民参加とかというもの

は、電子会議室の事例も、資料を拝見しましたけど、電子会議室で提案されたものが実現でき

たかどうかというのが一番、参加者は気になるわけですから、やっぱり可能性といいますか、

実現性というようなところが非常に重要だという基本的な論点を提示していただいたんではな

いかと思います。 
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 それでは続きまして、情報システム課の課長さんに来ていただいていますので、資料をあわ

せてご説明をいただくようお願いいたします。 

◎伊藤情報システム課長 電子会議室につきまして、私どもの考え方を若干お話しさせていた

だきたいと思います。電子会議室それ自体につきましては、持永委員の今いただいている資料

で、おおむね私どもも同じような考え方を持ってございます。資料にもありますように、ちょ

っと古いですけれども、２００５年に総務省の牧慎太郎企画官の記事としてとありますけれど

も、やっぱり参加者が少ない。それから、その原因としてはやはり、いわゆる２チャンネル化

するということで、当時は匿名だったんですね。そんなこともありまして、いわゆる「荒らし」

という問題がありまして、どんどん少なくなってきたというのが実態のようです。 

 ただ、そういったことの反省から、今度は実名でちゃんと責任を持って発言してください、

あるいは身元を保証するという意味で、どなたかの紹介のもとに発言の機会を与えるというこ

とで、ソーシャルネットソサエティＳＮＳといったようなものをつくるようになってきていま

す。これが、いわゆる電子会議室というものの大きな流れになっています。 

 多摩の状況ですけれども、これは武蔵野市の例ですけれども、有名な市長さんが一生懸命働

いたんですが、その後やはり停滞したような状況になっている。今現在では一つも、スレッド

といいますか、会議室が立っていないような状態です。 

 それから、もう一つは西東京市。ここも、今現在三室ということが検討資料のほうになりま

すけれども、１枚目の検討資料になりますけれども、寂しい状態。内容についてもほんとうに、

市民が参加するというよりは行政や企業のほうからのお知らせにとどまっているといったよう

な状態です。 

 それじゃ、これは全然成功例がないのかという話になりますけれども、必ずしもそうではな

い。うまくいっている例としまして三鷹市さんと藤沢市さんを挙げさせていただいております。

これらの特徴ですけれども、紙面のほうに書いてありますように三鷹市の場合には「みたか地

域ＳＮＳ」、これは「ポキネット」という愛称で呼ばれているもの。これが１４１のコミュニ

ティということです。いわゆる会議室ということになっております。それから、「みたかＷｉ

ｋｉ」といって、いわゆる三鷹辞書をつくろうといった、市民参加で、みんなでいろんなこと

を書き込む。太宰はどうだったのか、鴎外はどうだったのかといったようなことを書き込むと

いうことで、これは８１２ページ。それから、「みたか教えてネット」ということで、要する

に三鷹市に対するＦＡＱ集をつくるということで、これも市民が書き込んで７７の項目があり

ます。 

 資料の４ページの裏のほうを見ていただくとわかるんですけれども、これは浅野先生が既に

ご指摘いただいたように、こういった事業をやるときには行政だけではなかなか難しいという

ことが言えると思います。ここに書いてある運営委員会が、こういった形で観光協会や社協や

企業、市民団体であるところのシニアＳＯＨＯですとか、あるいは会社であるところの三鷹ケ

ーブルテレビ、いわゆるオール三鷹で市を支える、場を支えるというようなことがあって初め
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てできるというふうに考えております。 

 同じく藤沢ですけれども、藤沢電子会議というので１４７の会議室になっております。持永

委員のほうから配付されました「ふじでんニュース」というような小さいのがあるんですけれ

ども、このニュースの中にもありますが、藤沢の三大市民メディア、市民電子会議、ふじさわ・

えのしまポータルサイト、ふじさわ電縁マップということで、三鷹の場合もそうですけれども、

電子会議室を単体で運営するということではなくて、地域情報を、市民が参加しながら一体的

にインターネットを使って紹介をしていくといったような形になります。 

 同じくこのページの中の今年も市民まつりに参加しましたの左側のところに市民記者市民カ

メラマンとの合同企画が実現。ここがキーワードかなというふうに思います。やはり市民記者、

市民カメラマンということで、単に発言をするだけではなくて、運営からサイトづくりまで、

コンテンツづくりまで市民が参加してやっていくということが市民の自己実現にもつながって

いくという。そして、市政への参加にもつながっていくというふうに考えられます。 

 やはり藤沢の場合も、資料の５ページにありますように、藤沢の場合にはさまざまな団体が

かかわっていますけれども、ＮＰＯ法人「地域魅力」というのが大きな役割を占めているとい

うふうに言われておりますが、この団体も、成立に当たっては行政、企業、それから、大学、

そして市民団体、こういったものを母体にして成立した団体です。ポイントは、多くの市民、

しかも企業ですとか、それから、地域の有力団体、社協ですとか観光協会ですとか商工会です

とか、こういったものも含めて、小金井でやるとすればオール小金井で共同体をつくるという

ことがポイントになるかと思います。 

 それから、実施する場合には、単に発言ということではなくて、運営から作成まで市民参加

を広く求めていく。これは年代を問わずにやっていくということが大事ではないかと思います。 

 じゃあ、小金井ではどうなんですかというところなんですけれども、資料の８ページを見て

いただくと、私どものほうで基本構想の中で、四角で右側のところの真ん中辺に「ウエブコミ

ュニティの創造に向けて、企業や大学、ＮＰＯ等と連携して、本市全体の情報にアクセスする

ための入口となるコミュニティポータルサイトの運営を支援します」ということで、コミュニ

ティポータルサイトをやりましょうということに、基本計画にはなっております。 

 それと関連して、資料９ページになりますけれども、小金井市前期ＩＴ基本計画ということ

で、ウエブコミュニティの創造ということで、コミュニティポータルサイトの構築を詳細に記

述してございます。計画だけはできているということでほんとうに申しわけないんですけれど

も、今のところは実施していないという計画であります。なぜやらないかということになるか

と思うんですけれども、申しわけないんですが、この関係は内部情報システムですとか基幹系

のシステムの構築のほうにちょっと力を割かざるを得ないような状況がございましたし、こち

らのほうには若干手が回らなかったというのがあります。担当の思いとしましては、来年度中

に構想を固めて２３年度には着手したいということで、次の基本計画にも２３年度実施という

ことで一応申し出てはいますけれども、先ほども申しましたように、オール小金井の体制をと
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っていくということが一つポイントになります。それから、当初の構想では、成立した団体は

将来的には経済的に自立するということを１つの目標にしております。ただ、幾つかのやはり

コミュニティポータルサイトを実現しているところを見ると、どうしても経済的な自立という

ことになると営業活動に走りがちになってしまう。限られたエネルギーを広告とりに割かれて

しまって、本来の活動にいけないというようなことがあろうかと思います。 

 藤沢の場合も経済的な自立ということを何年も前から言っていますけれども、結局はまだで

きてないということが実態であります。これはやはり、経済的に自立しようとすると限られた

エネルギーがどうしても経済活動のほうに向いてしまって、本来の市民活動としての役割が薄

れてしまうということがあるんだろうと思います。ただ、経済的に、持永委員のほうからもお

話がありましたけれども、そんなにお金がかかるのかということですけれども、藤沢の場合に

は２００万ちょっとでやっているようです。私の試算でも３００から５００万でできるという

ふうに思っています。ほとんどが人件費です。インターネットの世界というのは、ほとんど今

お金をかけないで個人でもやれるというのが実態です。自分で放送局をつくろうと思えば、Ｙ

ＯＵＴＵＢＥに自分で撮ってきた動画を編集して載せればいい。したがって、必要ならば自分

の持っているパソコンとビデオカメラ、通常皆さんお持ちですから初期投資はほとんど必要な

いといったようなことで、そんなにお金はかけないで済む。三鷹市の場合には、４,４００万。

ここは単に、三鷹の場合は地域ＳＮＳだけではなく、「ユビキタス・コミュニティ推進事業」

ということで無線ＬＡＮですとかＦＡＱシステム、さまざまな事業展開をしております、それ

らの総額としてしかちょっとつかめませんでしたので、その金額で載せておりますけれども、

そこまでかけなくても私は可能かなと考えております。 

 私どもの話としてはそういうことで、担当としては取り組んでいきたいなという思いは持っ

ております。以上です。 

◎持永委員 伊藤課長のお話を聞いて少し安心したんですけれども、これからやはりＩＴ時代

というのがますます進化していくわけで、ご家庭のテレビもデジタル化していきますと、いや

応なしに双方向の会話というのが日常的に行われていくと。将来的にはそういう開けた状況に

なりますので、そこにうまく行政のほうも乗っていけばというふうに思ったんですけれども。

費用がそのぐらいしかかからないというのも私は初めて聞いて、そうかと思った。私は億単位

で支出されるのかなという気がしましたものですから、国の援助も必要だなということも考え

ましたし。将来の方向性としてはやはりこれは有効に活用していくべきだなということは、私

は思っております。 

◎坪郷委員長 後でまた議論をしたいと思うんですが、１点だけ。電子会議室ということで幾

つかの事例を紹介していただいて、藤沢、三鷹という紹介をしていただいて、小金井のＩＴ基

本計画の中で、それに近い構想があるということなんですが、藤沢市の場合には、事前にお送

りした資料の中で言うと、市民の提案制度ですね。市民提案システムとして使われていること

とコミュニティをつくっていくという２つの側面がありますが、小金井の場合にはこのＩＴ基
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本計画の中では、どちらかというとコミュニティをつくっていくというタイプなんでしょうか。

あるいは、市民提案もその中の一部として位置づけることが可能なんでしょうか。今の計画の

一番柱のようなものはどちらのほうなのか、ちょっとコメントをいただければ。 

◎伊藤情報システム課長 小金井の場合には、残念ながら今のところ市民提案での事業という

制度はありませんで、まさに地域コミュニティをつくっていくということで、市民参加の一つ

の大きな方策ということで考えております。当初の考え方は、青少年というよりはむしろリタ

イアした、いわゆる団塊の世代、リタイアしたシニアの人たちのノウハウを生かしてサイトづ

くりをしていったらどうだというのが基本的な姿勢です。もちろん、コンピューティング、イ

ンターネットの世界というのは、参加の機会はたくさんありますから青少年を受け入れていく

ということは十分に可能な仕組みだというふうに考えています。 

◎坪郷委員長 はい、ありがとうございました。これから議論をしたいと思うんですが、まず

は浅野委員からの報告について、まず質問等があると思いますので議論をしまして、さらに持

永委員、金子委員、それから、情報システム課長さんからも情報提供、問題提起をいただきま

したので、それもあわせて議論するというふうに、大きくは２つに分けてやっていきたいと思

いますので。まずは、最初の報告をいただきました浅野委員のところでまずは質疑応答を考え

ておりますが。私は事前に、きょう紹介された水野さんの論文と、全部インターネットでとれ

るものしか私も見ていないんですが、それと京都市のユース計画ですね。その計画は事前に見

たんですが、水野さんの注記によると、京都市の基本構想の審議会は立ち上がったけれども、

そこには９６人の委員が集まって各地域での代表者、あるいは公募市民なども入っているけれ

ども、その中に１０代、２０代の委員が皆無だったと。従来の参加基本構想をつくるための審

議会方式でのやり方では、１０代、２０代の委員が来ないと。当初は公募委員ということで、

まずは市民が参加をするということで示されて始まったんですが、ある程度進んでいきますと

各世代の人たちの参加というのはやっぱり重要だということで、京都市の場合にも、その１０

代、２０代の委員の参加は何をどうすればいいかというのがやっぱり出発点だったということ

だろうと思うんですね。そのためにパブリックコメントのような形でやってみようというので

始まったというのが発端のようだと私も理解したんですが。そのあたりで、青年や若者が参加

するためにはどのような参加の方式をやればいいのかということで、京都市の場合には、この

基本計画などでも若き市民という形で位置づけているわけですね。若き市民というものの参加

が不可欠だと、その仕組みはどうやってつくるのかということが基本構想、基本計画の中に指

針が盛り込まれて、それを具体化していくというような方向でやられているのかなということ

で、今、非常におもしろい事例を紹介していただいたと思います。ぜひ皆さんのほうからも質

問、あるいはそれに関連してご意見を発言していただいて、さらに浅野さんのほうからも議論

していただければと思いますが、いかがでしょうか。浅野さんのほうは、あと補充とか。 

◎浅野委員 京都市の新・京都市基本計画でしたか、これに当たる小金井市の計画というのが

どういう計画になるでしょうか。そういうのがあるんですよね。 
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◎坪郷委員長 基本構想、基本計画の中に位置づけられているわけですよね。 

◎伊藤担当部長 現在、第４次の基本構想というのを策定最中です。今あるのが第３次という

ことで、平成１３年から２２年まで１０年間が第３次の基本構想の期間になっております。今

つくっているのが２３年からの１０年間の基本構想。それから、２３年から５年間の基本計画

を策定しておりますけれども、素案ができて審議会の中でご議論いただいているんですけれど

も、この中でお話ししているような若者についてはあまり記述がないと思っておりますので、

今話されている部分について入れるようなことが可能であれば考えてみたいと思っております。 

◎浅野委員 考えたほうがいいと思いますね。 

◎坪郷委員長 それは、時期的なタイミングとしてはどれぐらいの時間がありますか。 

◎伊藤担当部長 現在、基本構想については一定協議が、ひとまず済んだところで、今、基本

計画をやっておりますので、基本計画の中に何か盛り込むというのであれば、今の段階でご提

案すれば長期計画審議会の中でお話はしていけるという状況ではございます。 

◎持永委員 たしか前のときの私の発言なんですけれども、どうしたら市民の方に多く市政に

参加していただけるかということを論じたときに、若い人の意見を私は大事にしたいと。特に、

若い人といっても市の職員の方のまず若い人が、一体小金井市を今後どうしていくのかという

ことに真剣に取り組まないと、何を積み重ねていっても将来性がないということを申し上げて、

とにかく若い人を結束して次の小金井をやりなさいというふうに言ったような覚えがあるんで

すよ。ですから、若い人の発想というのは我々みたいなかたまった考え方、前例を用いたり、

そういう考え方というのはもうやはり、深くないというか開けない。だから、ほんとうに若い

人、２０代、３０代の人が結束して、この市民参加をどういうふうにしてあらしめるかという

ことを論じてくださいと言ったことがあるんですけれども、今の次期の基本計画も、やはり若

い人たちを入れるとか、あるいは若い人たちだけの委員会をつくって、その意見を反映させる

とか、そういう若者を市民参加会議、若者会議ですか、そういうものを立ち上げてやったら、

随分いい意見が出るんじゃないかというふうに私は思いますよ。発想が非常にいいですよ、若

い人。全然違いますよ。それができるかできないかという、そこが行政にやっていただけると

ありがたいなと思うんですけれども。既存の委員会の中に若者を必ず入れるというやり方もあ

りますでしょうし。 

◎浅野委員 多分単純に公募すると若い人が応募してこないので、京都市の場合のように間に、

この場合、財団法人なんですけど、ＮＰＯみたいなものが間に入って若者をリクルートすると

いうようなことがあるといいんだと思うんです。その点、私は小金井市のことをほんとうによ

く知らないなということが今回のことでわかったんですけど、小金井市にそういう、地域と若

者を仲介するようなＮＰＯとか団体というのはあるんでしょうか。 

◎金子委員 こんなことを言うとまたしかられるかもしれませんけど、この小金井市の職員の

ことに限って言えば、私が接した若い方というのはみんな熱心で、能力があって、やる気もあ

る方。例外なくそうだ。私は、この組織が悪いんじゃないかと。押さえているんじゃないか。



－２１－ 

５５歳から６０歳までの人が、１年か２年前の数字ですけれども、二十何％、４分の１おられ

るんですよ。若い人が出られないんじゃないかな、頭が。押さえられちゃって。 

◎持永委員 大学が多いですよね、この地域。それでやはりゼミの中には、熱心な先生、熱心

な生徒さんがいらっしゃるわけですよ。地域社会と行政とか政治とかという課題でもって取り

組んでいらっしゃる方がいるんですよね。そういう方が必ずいらっしゃるんで、そこへ市から

呼びかけるというんですかね、そういうところから。学芸大、経済大、農工大という、こうい

うところのゼミの人が集まって。多少は勉強していることは違うかもしれませんけれども、論

じたら、そこが核になって。また、ＮＰＯとかという若者の組織もありますでしょう。組織の

中の若者をそこにも結集していくような、そういうふうに積極的に若者に目を向けて働きかけ

ると。こちらから働きかけないと何も生まれませんので、そういうことをやっていく必要があ

るんじゃないか。 

◎金子委員 だけど、私は何年か前からそういうことを言っていますけれども、聞いてもらえ

ないね。 

◎持永委員 だれが。 

◎金子委員 市に。 

◎持永委員 市に。 

◎金子委員 こんなに大学が周りに、特に学芸大学なんていう、うってつけの大学がある。そ

こと、これこれこういうような関係を結んだらどうかというようなことを具体的に提案しても

取り上げないよ。だから、私でさえそうなんだから、若い人はもっとそう思っているんじゃな

い、この中にいる人は。 

◎持永委員 私が、前回、発言したんですけど、農工大の人の研究発表を聞いて、市の施策と

か行政に参加するというんですか、意見を述べるとか、そういう機会があったらやってもらえ

るかというような話をちょっと懇談で申し上げたら、非常に興味を持って言ってくれたんです。

ですから、そういうゼミもあるんだし、私は、それは４年間いるんだし。例えば市の市役所の

組織じゃなくても、そういうグループがあってもいいんじゃないかな。 

◎坪郷委員長 今、大きくは２つの問題が出ていると思うんですが、１つは、地域の市民の中

の市民参加という場合でも、多様な年代の参加が重要で、特に２０代、３０代、若者の参加を

すすめるにはどうすればいいか。きょうは、浅野さんが紹介されたように、京都市の場合には

審議会の委員ではないけれども、財団が仲介をして若者を十何人集めて、その人たちが審議会

の議事を全部聞いたわけですよね。聞いて、おそらく審議委員の中の印象としては、特に高校

生もいますので、若者が聞いてもわからないだろうという印象を持っていたのが、高校生もよ

くわかった、いろんな問題提起をしたというのが紹介されていましたけれども。そういう審議

会などを傍聴するというようなことから始まるというやり方もあるだろうと思うんですね。若

者の参加を促すための仕組みというのをどういうふうにすればいいのかというのは、浅野さん

の問題提起がありましたように、仲介をするような地域の団体が重要です。従来の青少年の育
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成推進の場合には、いろんなキャンペーンとか行事への若者の参加というのはやってきたでし

ょうけれども、こういう基本構想や基本計画への参加というものに加わるという形はまだなか

ったので、それをやるような団体があるのかないのか私もよくわからないんですが、市として

まだそういう、京都市の財団に当たるようなものは、把握しているものは今の状態ではないと

いうことですよね。そういうものが、例えばＮＰＯなどがその仲介役としてやるという可能性

はあるんだろうと思うんです。もう１つは、市役所の内部の職員の中での若い職員の発想をも

っと生かせるような、しくみについてはいかがでしょうか。仕事の流れ等はあるんでしょうけ

れども、基本構想、基本計画づくりに職員の方もいろんな形でかかわられると思うんですが、

そのときに職員の中での若い層がどのようなかかわり方、現状あるのか。これは個別にいろん

な違いがあって、言えないのかもわからないんですが、何かそういう関連で。 

◎本多委員 １つ、職員のほうではなくて市民参加の話ですが、私、教育委員会にいたときに

中学生議会というのがありました。これは青年会議所が主催する行事があって、各中学校の代

表を決めていただいて、テーマを決めて議会と同じように代表質問、一般質問みたいな形で、

ほんとうの市議会の議場を借りまして、中学生から議長も決めて、あと各学校の代表が質問し、

それに対しての答弁は部長職以上が、行政側がお答えするという形でやりました。そこでいろ

いろな政策提言とかをしていただいて、それで１つには実際に駅周辺を見ていただくとわかる

と思うんですけれども、たばこ禁煙という地区が決められていまして、駅周辺はたばこは吸え

ないという形になっています。これは中学生がやっぱり、歩きたばこというのは危険だという

ところを訴えまして、小さい生徒ですと、大人がちょうど手で持っているところに顔とか何か、

危険だというところを訴えまして、それを受けまして行政側も、駅周辺のところは禁煙にしよ

うというところで、その意見をほんとうに実現しようということで、条例も改正して実現した

ということがあります。 

 中学生議会はまだ続いていまして、小金井市もＣｏＣｏバスの関係では、交通不便なところ

をいろいろルートを開拓しているんですけれども、その中でも中学生の発想からすると、やっ

ぱり高齢者が増えたのでお年寄りがそういうバスを使わなきゃいけないので病院ルートといい

ますか、そういうようなところを回れるようなルートもどうかという形で、我々がなかなか気

がつかないような、やっぱり違う発想もありまして、それはまだちょっと実現してないんです

けど、そういった形もあります。 それとあと職員の関係なんですけれども、団塊の世代が大

量退職をしていった関係もありまして、毎年ここで新入職員を４０人とか採用しています。で

すから、大分、皆様が役所に来られると若い職員が多いかなというのはおわかりになると思う

んですけど、そういった人たちに対して市長のほうは職員の意見を自由に聞こうということで、

市長とのフリートーキングという機会も設けています。また、職員の提案制度というのもやっ

ていまして、いろいろどうしたらいいかというところで、公園、滄浪泉園などに人が集まるた

めにはどうしたらいいかというときに、写真コンテストもやったらいいんではないかみたいな

形で、そういういろいろもろもろ提案いただいて、一定事業化しようかというような形で、職
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員に対しての、言ってみれば若い職員の意見を施策に反映するということは一応、やっている

ことはあります。 

◎坪郷委員長 職員の提案制度というのは、具体的にはどういう形で動いていますか。 

◎天野企画政策課長 テーマを決めて、それに基づいて報告というか、職員のほうで提案、事

業を出していただく。その中で、今回予算化というか実現する見込みという予定なんですけど、

滄浪泉園で写真コンテストをやったら、たくさんの市民の方が来ていただけるのではないかと

いうようなことが実現化したりだとか。あと、小金井市の場合はごみ問題もあります。どうや

ったらごみが減量できるのかとか、そういった中で分別ごみを唱えていって、そういったとこ

ろの提案が。自由に応募していただくような形をとっています。 

◎坪郷委員長 テーマ設定をして、それに若手の職員のほうで自由に提案できるということで

すね。 

◎金子委員 確かに若い方が職員の中で目立つようになりましたですよね。私はこの手の会合

があるたびに申し上げているのは、やっぱり小金井市の活性化のポイントというのは３つあっ

て、若者と広域化と産官学連携、この３つだと思っているんです。機会あるごとに言っている

んですけれども。ほんとうに若者をどう生かし切れるか、意見を吸い上げ切れるかということ

が、これからの小金井市の活性化にはもろにつながってくるんだというふうに思っています。

ただ、民間の企業ならほんとうに、あしたからすぐできるんですけれども、２年や３年じゃあ

できないね。市というか行政という。私も何年か、ＮＰＯをつくって５年目になりますけれど

も、初めのころから参加していても、５年前と同じようなことをまた議論していますしね。民

間の企業ではあり得ないことだなと思っています。それでも飯食っていけるんだからいい話だ

なという感じはしているんですけれども、何とか若者を生かし切れる。 

 若者というと、よく、きょうもこのＩＴ基本計画ですか、９ページにそういう文章が出てく

るんですけれども、大学に通っている方だとか若い方が比較的多いというのは、ただ通行人が

いるだけだみたいなとらえ方なんですよね。この文章もそうだと思いますよ。これから、ほん

とうにこうなのかなと思うんですけれども、この４、５行。違いますよ、これは。必ず、この

文章。９ページの「本市には、高い知識教養レベルを持ち」云々とあって、「ベッドタウンと

して昼夜人口の差が大きく」云々、「人々の生活様式も多種多様なため」、こんなの、どこで

も同じですね。小金井市だけの話じゃないし。こんなあれが冒頭に出てきたんじゃ、がっくり

しちゃう。何かほんとうに、どうにかしてくれよと言いたくなる。５年。私は四、五十通は手

紙を出しているから、ここに。 

◎坪郷委員長 金子さんの問題提起があるんですが、持永委員、金子委員、小金井市のＩＴ計

画などの報告もありましたので、全体を通して皆さんのご議論をいただけると、あるいは質疑

がさらにありましたら、していただければと思います。 

◎森実委員 先般の市制５０周年ですね、あのときの話をちょっと、自分で公募委員で参加し

たものですから、そのときの話と市民参加ということでちょっと考えてみたいと思うんですけ
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ど。市の職員の若手の方、それから、あとは商工会の、これもやっぱり若手、中堅。それから、

市民の代表は私みたいなものも入りましたから、多分若手はほとんどいなかったですね。３グ

ループで構成しまして、いろんな委員会ができて、いろんな行事を何とか消化して、私はうま

くいったと思うんですけれども。そのときのあれです。商工会の中堅、若手、それから、市の

若手の職員の方は、特に市の方は非常にやっぱりリーダーシップがあって、よくやっていただ

いたなと思います。市民代表は、若手といってもほとんどいなかったんじゃないかなという感

じがします。ああいう目的がはっきりして構成が決まって、やるべきことが計画して方向を決

めたら、やっぱり年に関係なくうまくいくんだなというのを思いました。 

 何が言いたいかというとやっぱり、この前もちょっと申し上げましたけれども、江戸野菜と

かいろんなプロジェクトが入ってきて、市民参加も１つの切り口だと思うんですけれども、そ

れもやっぱり、私は若手職員の意見を聞く、いろいろ提案をさせるというのも非常に大事だと

思うんですけれども、そういう新しいプロジェクトが５０周年と同じように入ったら、そこに

若手の、幹部候補生教育みたいなものだと思うんですけれども、そこに入れちゃう。これは民

間がそうだと思うんですけれども。例えば江戸野菜が入ったら、新しくプロジェクトがその中

にもできたら、そこに若手の職員を派遣してしまう。派遣という言葉はいいかどうかわかりま

せんけど、とにかくプロジェクトに入れて、１人でもいいと思うんですけれども、入れて運営

の企画をやらせる。それがやっぱり将来、小金井市役所の幹部になる人の幹部教育じゃないか

なということを思っているんですね。これは非常にいいことではないかなと。そうすると多分、

プロジェクトは今よりはうまくいくと。その人が、その中で若手を引っ張ってくるとか、若い

人の発想を取り入れていけばいいと思うんですよね。私はやっぱり公募で来た人は、５０周年

というと若手は参加してないんですね、残念ながら。市と商工会は、目的意識が非常にはっき

りしている。今回のはあまり、市民の意見は入っているかもしれませんけれども、いろんな活

動のウエートから言うと、公募委員というのはあまり力が出なかった。逆に一番よく働いてく

れたのは市の若手の職員で、次は商工会、公募委員、こういう順番だったな。 

 新しいプロジェクトを構成するときは、それじゃあちょっとだめだと思うんで、できるだけ、

プロジェクトの内容によっては商工会がリードするとか市民の人たちがリードするとか、やり

方はいろいろあるかと思うんですけれども、そこに、もちろん常勤じゃないわけですから、市

の仕事をしながら、そこに入れていく。大変だと思うんですね。５０周年の企画でもほとんど

これと同じように、忙しくなってくると毎日のように市の仕事が終わった後やってらしたわけ

だから大変だと思うんですけれども、無償の教育で、かつそういう人材育成というか、そうい

うのにもつながるんじゃないかな。 

 やっぱり私は、ＩＴとか非ＩＴとかいろいろ考え方があるんですけど、やっぱり幾つかプロ

ジェクトとか走らないことには、この話は前に進まないな。１つじゃだめですから、やっぱり

複数。できれば、数多いほうがいい。そこに入れ込むというのが１つの、民間と公的役所とう

まくやる１つの方法かなというふうに思っています。 
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◎坪郷委員長 ありがとうございました。それでは、あと１０分ぐらいになりましたので、今

後の話をちょっと考えたいと思うんですが。きょうの事例、いろいろ紹介いただいて、浅野委

員からは具体的な提案をいただいていますし、ほかにも幾つか柱に立てられるような提案があ

ると思うので、議事録にこれは残っているので、これを市長が使う気になれば使えるんですが、

このままでは使いにくいでしょうし、やはり提言書という形でまとめて市長に直接手渡しをす

るということをやったほうが、我々の審議の結果としては今回はこういうまとめができたとい

うことになると思いますので、そういう提言書にまとめていきたいと思います。いかがでしょ

うか。 

（「お願いします」の声あり） 

◎坪郷委員長 先ほど言われた長期計画の策定との関係なんですが、次回の委員会で提言書を

まとめるという、間に合いますか。 

◎坪郷委員長 間に合わない。じゃあ、今の段階でまとめるとなると、どれぐらいの間ですか。 

◎伊藤担当部長 ２月２４日と３月１０日が長期計画審議会の日程が入っています。 

◎坪郷委員長 ２月２４日と３月１０日ですか。 

◎伊藤担当部長 その後、３月２７、２８日で市民の方に一定説明をするという市民フォーラ

ムの日程が入っていますから、３月１０日までに決めていただければ可能性はございます。 

◎坪郷委員長 委員会は、日程的には１０日までに開催するということは可能ですか。皆さん

のもちろん都合もありますから。 

◎伊藤担当部長 年４回の予算なので。きょうで４回目。 

◎坪郷委員長 予算はなくなった。 

◎持永委員 ３回でしょう。 

◎坪郷委員長 ３回やりました。５月、９月でしたか。 

◎伊藤担当部長 ７月、１１月。 

◎坪郷委員長 ７月、１１月、今回が４回目です。次回は５月ということですか、予定として

は。５月ですね。それでは、予算がないので会議はできないということなんですが、きょうの

議論を踏まえて、どこかで委員長、副委員長で取りまとめをして皆さんにお送りをしてご意見

を伺うというのは最低できると思うんですね、会議をしないでも。浅野さんのご都合もあるん

ですが。委員長、副委員長である程度骨子をまとめて、皆さんにお送りをして取りまとめると

いうことはできると思うんですね。それが一番早い形だと思うんですね。そうすれば、３月１

０日までには間に合うような形で、できれば２月の後半には。事務手続は、そういうことでお

願いできますでしょうか。 

◎持永委員 小金井市のＩＴ基本計画、これは今でも内容は進化しているんですか。進化とい

うことは、委員会とか運営会議とか。 

◎伊藤情報システム課長 実施段階に移っているかということですか。移っておりません。 

◎持永委員 じゃあ、絵にかいたもちみたいな、今のところ。 
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◎伊藤情報システム課長 そうですね。 

◎持永委員 惜しいですね。 

◎浅野委員 ＩＴ基本計画も、現在検討中の基本構想の中で再度改定されるというか、そうい

う。 

◎伊藤情報システム課長 基本計画は通常５年ごとでやっているんですけれども、ＩＴの部分

について５年間の計画を立ててもあまり現実的ではないので、この計画を毎年見直しをして、

実施計画という形で決めて、基本計画という形ではつくらないで毎年の実施計画で行っていま

す。 

◎金子委員 国会議員のところへ行ったら、すぐ、そこから電話で担当の幹事長へ電話して、

名前を、この人のところへ行きなさいという指示を与えてくれた。私はその日のうちに行かな

かったものですから、後日、官庁のお役人のところへ行ったら、「待ってました、長い間待っ

ていたんだけど、来なかったから」と。「私はその日のうちに行くとは言ってなかったんだけ

ど」というぐらいね、早いですよ。ぜひ小金井市もまねしてください。 

◎坪郷委員長 はい、それではきょうの議論を踏まえて、どこかで浅野さんとまとめ。できる

だけ短くポイントをまとめということで、皆さんにそれをお送りして、修正、あるいは追加が

あれば入れて、再度、我々のほうでまとめさせていただくということで、議事録の骨子まとめ

ということで提言書にかえるということにさせていただければと思います。 

 これで時間になりましたので、きょうのところはよろしいでしょうか。その提言書の案をお

送りしたときに、また追加でご議論があればコメントいただくということにしたいと思います

ので。 

 それで次回の検討事項ですが、若者の市民参加についてはきょうで提言をまとめるんですが、

いかがでしょうか。もう一度ぐらい、さらにあったほうがいいのか、あるいは、今回は一応区

切りにして次のテーマを取り上げたほうがいいのかという点でいかがでしょうか。 

◎森実委員 ３月にアウトプットしたほうがいいというのは、どういう背景なんですか。 

◎坪郷委員長 今、長期計画の策定が入っていまして、それに入れることができれば。きょう、

浅野さんの提案にありますように、まず長期計画に入れば、それをより具体化するという形で、

一応ルートに乗ると思うんですね。 

◎森実委員 仕上がるのはいつ。 

◎伊藤担当部長 ２３年度から始まりますので、今年の６月ごろ長期計画審議会のほうから答

申をいただいて、９月の議会には出さなきゃいけない。素案自体が３月１０日ごろ、おおよそ

固まってしまうので。 

◎森実委員 ５月に、例えばそれをもう一回議論して、大きく変わるようだったら。 

◎坪郷委員長 あるいは次の、５月にやるんでしたら、もう少し具体的な案で。今回は指針と

いうことで、次回はより具体化するにはどういう案があるのかという、より具体的な案を考え

るということができると思うんですね。 
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◎持永委員 京都市の青年に対する扱い方ですね。これ、ちょっと勉強してみたいんですよね。

次回、前半あたり、京都市をもう少しまとめていただいて。それで、こういう形で青年を用い

る方向にしたほうが、私はいいんじゃないかなと思っているんです。京都方式。 

◎伊藤担当部長 今の予定ですと５月に、長期計画審議会でまとめた基本構想、基本計画につ

いて、パブリックコメントが予定されています。ですから、そのパブリックコメントの時期に

合わせて、こちらのほうから提言をいただいたとしても、それは取り込むことが可能だと。 

◎坪郷委員長 ５月にもう一度議論をして、それまでにはもちろん提言書の形は作ってしまっ

て更に、より具体的な項目を盛り込めれば、５月に全体として提言をまとめてパブリックコメ

ントにあわせて提言をする。そういう形にすると、より皆さんの議論を踏まえたものになりま

すね。 

◎浅野委員 パブリックコメントで出すのと、我々委員会からの提言として出すのとでは受け

とめる側の重みの違いというのはどうなんでしょうか。 

◎坪郷委員長 第１弾を出しておいて、さらに５月にまとめて第２弾を出すという２段階方式

があると思うんですね。 

 では、２段階ということで考えましょうか。それではまず２月に提言書を出すという形で問

題提起をした方が良いということがあるのでそのようにしたいと思います。さらに５月につい

てもこの議論を続けて更により具体的な提案ができればそれに加えるという形にするというこ

とにさせていただきます。 

 それでは、次回の議題も若者の市民参加という事で継続するということにさせていただきま

す。内容については、今、持永委員からのご提案がありましたが、第１の提言をまとめる中で

少し内容について考えてみたいと思います。京都市の事例をもう少し掘り下げることもありま

すし、他の事例の中で参考になるものもあるかと思います。 

 以上で、きょうの市民参加条例、運用状況の議題については終了させていただきます。 

 次に、次回の推進会議の日程について設定をしたいと思いますので、ここで会議の休憩をし

まして、皆さんと日程調整をした上で再開したいと思います。 

 休憩をさせていただきます。 

（休 憩） 

（再 開） 

 じゃ、再開をいたしまして、次回の推進会議の日程は５月２１日（金曜日）の午後６時から

とさせていただきたいと思いますが、よろしいでしょうか。 

（「はい」の声あり） 

◎坪郷委員長 じゃ、それで設定をさせていただきます。 

 以上で、本日の議事はすべて終了いたしました。本日はこれをもって閉会いたします。どう

もお疲れさまでした。 

（午後８時０５分閉会） 


















































































